
作業主任者技能講習のご案内
①　足場の組立て等作業主任者講習会
地区 日　　　程 会　　　場 受　講　料

長崎
地区

令和４年９月17日㈯～18日㈰ 建設長崎本部

助成あり）　　　　 

足場作業の実務経験の要件は『３年以上』となっていますが、今後は『足場の組
立て等特別教育を受講後３年以上』になってくることが予想されます。特別教育
を受講されていない方は早いうちに受講いただきますようお願いいたします。

②　木造建築物の組立て等作業主任者講習会
地区 日　　　程 会　　　場 受　講　料

長崎
地区

令和４年11月12日㈯～13日㈰ 建設長崎本部

助成あり）　　　　 

下地の取り付け作業に３年以上従事した経験を有する者
 

縦（枚２真写明証②　）要必が明証の欄験経務実（書請申講受①。付受時随てに部支 】法方付受【

持参し、各支部事務所に提出。学院発行の作業主任者手帳を所持している場合は、
提出をお願いします。

※注意！『個人事業主や一人親方の実務経験の証明について』
個人事業主や一人親方層の実務経験の証明については、自己証明の場合第三者の証明が２名
分必要になります。

視注を況状染感の後今。すまし施実らがなじ講を策対止防大拡染感スルイウナロコは会習講 ☞
しながら、国・自治体の対処方針に従い対応（開催の有無）していきます。

【問い合わせ先】長崎労働局登録教習機関


